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第２部 基本構想 

第１章 基本構想の概要 

第２章 基本方針 

■第６次寄居町総合振興計画 基本構想体系図 
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第１章 基本構想の概要 

 

１ 目指す姿と基本目標 

１ 持続可能なまちとなるために                        

■将来もずっと働きやすく、暮らし続けられ、訪れることが楽しいまち＝「持続可能なまち」 

人口減少や高齢化が進み、歳月の流れとともに、人々の働き方・暮らし方や価値観が変わり、

町も変化していきます。そのような変化の中で私たちは、その時々の価値観に応じて自分らしい

働き方・暮らし方を選択し、住み続けられる魅力あるまちを育て、次の世代に引き継げるよう、

努力を続けていかなければなりません。 

今後、たくさんの人から働く場、暮らす場、訪れる場として選ばれる魅力あふれる町となるた

めには、計画的なまちづくりを進めていくことが重要です。第６次寄居町総合振興計画に掲げる

町の将来像を実現するため、基本目標や基本方針に沿った諸施策を展開していきます。 

■ＳＤＧｓの視点 

ＳＤＧｓの理念は、国内の地域課題の解決に貢献するもので、地方創生の実現に資するものと

されています。これからの「持続可能なまちづくり」には、持続可能な開発目標であるＳＤＧｓ

の視点を取り入れていくことが重要です。 

 

〔ＳＤＧｓロゴマーク〕 
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◆ＳＤＧｓの詳細 

 

目標１[貧困] 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧
困を終わらせる 

 

目標１０[不平等] 

国内及び各国家間の不平等を是正
する 

 

目標２[飢餓] 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び
栄養の改善を実現し、持続可能な農
業を促進する 

 

目標１１[持続可能な都市] 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居住
を実現する 

 

目標３[保護] 

あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を促進す
る 

 

目標１２[持続可能な消費と生産] 

持続可能な消費生産形態を確保す
る 

 

目標４[教育] 

すべての人に包摂的かつ公正な質
の高い教育を確保し、生涯学習の機
会を促進する 

 

目標１３[気候変動] 

気候変動及びその影響を軽減する
ための緊急対策を講じる 

 

目標５[ジェンダー] 

ジェンダー平等を達成し、すべての
女性及び女児のエンパワーメント
を行う 

 

目標１４[海洋資源] 

持続可能な開発のために、海洋・海
洋資源を保全し、持続可能な形で利
用する 

 

目標６[水・衛生] 

すべての人々の水と衛生の利用可
能性と持続可能な管理を確保する 

 

目標１５[陸上資源] 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利
用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠
化への対処ならびに土地の劣化の阻止・
回復及び生物多様性の損失を阻止する 

 

目標７[エネルギー] 

すべての人々の、安価かつ信頼でき
る持続可能な近代的なエネルギー
へのアクセスを確保する 

 

目標１６[平和] 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社
会を促進し、すべての人々に司法へのアクセ
スを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的
で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

 

目標８[経済成長と雇用] 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び
すべての人々の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）を促進する  

目標１７[実施手段] 

持続可能な開発のための実施手段
を強化し、グローバル・パートナー
シップを活性化する 

 

目標９[インフラ、産業化、イノベーション] 

強靱（レジリエント）なインフラ構
築、包摂的かつ持続可能な産業化の
促進及びイノベーションの推進を
図る 
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可能性   笑顔満タン よりいまち 

２ 寄居町が目指す姿と基本目標                        

「持続可能なまちづくり」を進めるため、本計画は平成２９(２０１７)年３月に策定した第６

次寄居町総合振興計画基本構想の内容を踏襲しています。 

基本構想では、「可可能能性性 ∞∞
むげんだい

  笑笑顔顔満満タタンン  よよりりいいままちち」を町の目指す姿として掲げ、その実現に

向けて具体的な取り組みを戦略的・体系的に展開できるよう、５つの基本目標を定めています。 

３ 共創の姿勢と体制づくり                          

第６次寄居町総合振興計画において、寄居町が目指す姿を実現するためには、町民や地域団体、

行政、民間事業者などの多彩な主体が地域社会を共に創る、「共創の姿勢」が重要です。 

５つの基本目標に基づく様々な取り組みを具体化する際には、この姿勢を大切にして施策・事

業を立案し、実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寄居町が目指す姿 

基本目標① 

夢と創造力にあふ

れ 未来を拓
ひら

く人

を育むまち 

基本目標④ 

安全で環境への配

慮と利便性を備え

た コンパクトなま

ち 

基本目標⑤ 

悠久の歴史と爽や

かな自然の中で 

豊かさを感じられ

るまち 

基本目標② 

人が集まり活力に

満ちた 賑わいあ

ふれるまち 

基本目標③ 

支えあいとふれあ

いのある 健康長

寿のまち 

基本目標の取り組みの具体化 
（施策・事業の立案、実施） 

多多彩彩なな主主体体のの

協働 効効率率的的なな  

行財政経営 共 創 
の姿勢 

知恵と力を結集し、町の様々な魅力や価値、持続可能な活力ある地域社会を 

「 に る」姿勢  

むげんだい 

∞ 
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２ 寄居町人口ビジョン 

１ 基本として考える寄居町の人口（ベース推計）                

本町の人口は、平成１２(２０００)年をピークに減少傾向となっており、国立社会保障・人

口問題研究所の推計（ベース推計）では、令和７(２０２５)年を過ぎると、人口が３万人を下

回ることや、少子高齢化が急速に進行することが予測されています。 

２ 政策効果を加味した目標人口                        

本町では、これまでの想定以上に人口減少、少子高齢化が急速に進んでいることを踏まえて、

町民の結婚・出産・子育てを取り巻く環境や転入・転出の動向の改善など、居住地としての魅

力づくりのための多様な視点からの施策・事業を展開しています。これらの政策効果により、

基本構想策定時の推計基準年である平成２７（２０１５）年から１０年後の令和７(２０２５)

年に、約３．０万人の人口を維持し、以降の人口減少や少子高齢化の進行を緩やかにすること

を目標とします。 

また、後期基本計画では、上記の将来人口と国勢調査の直近値を踏まえて、人口規模を３．０

～３．４万人程度と想定したまちづくりを展開していきます。 

 

〔目標人口〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ベース推計は、国立社会保障・人口問題研究所による推計値］ 

 

  

37,716 

37,055 

35,773 

34,015 

32,205 

30,176 

28,036 

25,848 

32,119 30,351 

28,798 

27,412 

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

2000

(H12)

2005

(H17)

2010

(H22)

2015

(H27)

2020

(R2)

2025

(R7)

2030

(R12)

2035

(R17)

（人）

実績値（国勢調査人口）

ベース推計

政策効果を加味した目標人口

【推計値】 【実績値】国勢調査 

推計基準年から１０年後 

【ベース推計】 

これまでの想定以上に、

人口減少や少子高齢化が

急速に進行 

【ベース推計】 

令和７(２０２５)年を過ぎる

と、総人口が３万人を下回る 

★令和７(２０２５)年の町の人口 

約３．０万人 

★以降の人口減少や少子高齢化の進行を緩や

かにする 

ピーク時 

推計の 

基準年 

目標 

【政策効果】 

人口減少や少子高齢化

の進行の緩和 



 

17 

 

第
２
部 

基
本
構
想 

第 

１ 

章 

基
本
構
想
の
概
要 

３ 土地利用構想 

本町が目指す姿と基本目標を実現するため、本計画期間以降の将来も見据え、町の活力や暮ら

しの魅力を向上させることに主眼を置き、地域特性を生かした計画的な土地利用を進めます。 

１ コンパクトな市街地を形成する地域      ～寄居駅・男衾駅周辺の地域～ 

寄居駅・男衾駅の周辺は、公共施設や公共交通（鉄道・バス等）の利用あるいは日常の買物

など、日常生活の利便性が高いまちを目指します。鉄道駅を中心に歩いて暮らせる範囲で住宅

地形成を誘導し、一定の居住密度を維持しながら、コンパクトな市街地を形成していきます。 

～中心市街地～ 

寄居駅周辺については、寄居町全体の活力の創造と広域交通・観光の拠点となる中心市

街地として充実した生活が送れ、歩きたくなる・歩いてお得なまちを目指します。 

２ 農と住の調和のある地域    ～鉄道駅周辺の生活サービスを維持する地域～ 

生活サービス機能を維持しつつ、寄居駅・男衾駅周辺への緩やかな居住誘導によりスプロー

ル化※7を抑制し、優良な農地と居住の調和を図ります。 

３ 先端技術を生かした産業活動を展開する地域       ～南部の丘陵地域～ 

先進的な資源再生と技術開発に取り組む「彩の国資源循環工場」や高度な自動車生産技術を

確立し世界に展開する「本田技研工業株式会社埼玉製作所完成車工場」を中核として、周辺環

境との調和を図りつつ、産業活動や研究・開発、企業間連携、技術交流を展開する企業の集積

を維持・発展させていきます。 

４ 新たな産業・活力を育成する地域 ～関越自動車道へのアクセスに優れた地域～ 

先端技術を有する産業の集積を生かし、町の新しい産業や活力を生み出す新たな企業の立地

や交流機能等を誘導するため、既存の工業用地に加え、男衾地区・寄居スマートインターチェ

ンジ周辺など関越自動車道へのアクセスに優れた地域において、受け皿となる土地利用を計画

的かつ段階的に推進し、都市基盤を整備していきます。 

５ 農業的利用を優先する地域   ～山の辺から裾野までの農業を振興する地域～ 

まとまった規模の優良農地の保全や集約化を図る一方で、遊休農地を活用して農業の新たな

活力を促進していきます。 

６ 水辺環境を保全・創造する地域～母なる川、荒川を中心とする荒川水系の地域～ 

野生生物の生息・生育にとって重要な水辺環境の保全や美しい景観の創造に努めるとともに、

「水の郷」にふさわしく、荒川及びその支流において様々な楽しみ方ができる空間として整備・

活用・維持管理を進めます。 

７ 森林の保全・利活用を優先する地域   ～美しい山並みを形成する山間地域～ 

林業を振興するとともに、森林が持つ多面的な機能を維持・増進させていきます。あわせて、

土砂災害などの危険箇所をふまえた安全対策とともに、観光・体験・交流の場としての整備・

活用・維持管理を通じて、中山間地域の活性化を図ります。 

８ 観光・交流を重点的に振興する地域    ～おもてなしの舞台を充実する地域～ 

水と緑の美しい景観との調和を図り、水辺や森林、農村、歴史、文化など、地域それぞれの

特色にあわせた整備を行うとともに、荒川を軸とした観光拠点間のネットワーク化と回遊性の

向上を図ります。あわせて、広域的な観光・交流の拠点として、中心市街地の整備を進めます。   

 
※7 スプロール化：既成市街地周辺の田園や山林地域に、市街地が虫食い状に拡大する現象。 
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第２章 基本方針 

ここでは、５つの基本目標に基づいて、本町が実施する施策・事業を立案する際の指針となる

「基本方針」「基本施策」を定めています。 

子育て・人づくり 

基本目標 

１ 

夢と創造力にあふれ 

未来を拓
ひ ら

く人を育むまち 
 

 

基本方針（１） 結婚・子育て支援 

若い世代が寄居町で家族を持ち、暮らし続けたいと思えるよう、経済的支援や保育サ

ービス・子育て支援サービスの充実など、幅広い視点で、結婚・出産・子育てを切れ目な

く支援します。 
  

基本施策 
① 結婚・妊娠・出産の支援 
② 子育て支援体制の充実 

 

基本方針（２） 成長と学びの環境の充実 

学校教育、生涯学習、スポーツを通じた学びや体験、研鑽の中で、豊かな心や人間性、

創造性を育み、一人ひとりが成長できる環境を充実させます。 
  

基本施策 
① 学校教育と教育環境の充実 
② 生涯学習環境の充実 
③ 青少年の健全育成 

 

基本方針（３） 活躍の場の充実 

異なる国や地域、文化との交流や相互理解・コミュニケーションを深め、学んだことを

高めあう環境づくりを進めます。また、そうした町民の力を、地域の課題解決や魅力づく

りに生かせる機会を充実させます。 
 

基本施策 
① 多様な人の活躍・地域貢献活動の支援 
② 地域間交流・国際交流の推進 

 

基本方針（４） 一人ひとりを尊重する地域づくり 

一人ひとりの個性や違いを相互に理解し尊重するまち、不当な差別や暴力、虐待を受

けることなく、自分らしく力を発揮して生きられるまちをつくります。 
 

基本施策 
① 人権尊重と相互理解の促進 
② 男女共同参画※8の推進 

 
※8 男女共同参画：真に男女の人権が尊重され、男性も女性も対等のパートナーとして活動に参画できる機会が確保された社会

の実現。 
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産業・賑わい 

基本目標 

２ 

人が集まり活力に満ちた 

賑わいあふれるまち 
 

 

基本方針（１） 賑わい・活力ある地域産業の創出 

地域産業の経営基盤を安定させながら、中心市街地の活性化や業種を超えた技術・

商品開発などの連携を進め、まちの賑わい・活力を創出します。 
 

基本施策 
① 中心市街地の活性化 
② 産業の振興 
③ 観光の振興 

 

基本方針（２） よりいブランド※9の創出 

自然環境や名水、地場産品（名物）、史跡、祭り、文化資源、ライフスタイルなど、まちの

価値あるものを積極的に発信し、たくさんの人に、観光や体験・交流、暮らしの中で楽し

んでもらえるような、“よりいブランド”を確立します。 
 

基本施策 
① 地域ブランドの創出 
② よりい魅力発信の強化 
③ 移住・定住の促進 

 

基本方針（３） 安定した雇用の創出 

既存事業所の事業継承・経営強化とともに、町内での創業支援や企業誘致を進め、安

定的な雇用を維持・創出します。若者や女性、高齢者、障害者など、それぞれのライフス

タイルに応じて柔軟に働ける環境を充実させ、地域の多様な人材の力を十分に生かして

いきます。 
 

基本施策 
① 企業誘致の推進 
② 多様な人材の雇用･就労支援 

  

 
※9 よりいブランド：本計画では、特産品や名所、おもてなしなど、寄居を楽しむ様々な魅力が凝縮された町のイメージを総称

して表現している。 
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コミュニティ・健康長寿 

基本目標 

３ 

支えあいとふれあいのある 

健康長寿のまち 
 

 

基本方針（１） 健康づくりの推進 

身近な診療所や病院による医療と連携し、疾病の早期発見や治療、介護予防などの

体制を確保します。生活習慣病などの疾病予防については、日常から生活習慣を改善で

きるよう、啓発や健康づくりを進めます。 
 

基本施策 
① 保健・医療の充実 
② 疾病の早期発見と予防 
③ 生活改善による健康づくり 

 

基本方針（２） いきいきと暮らせる環境づくり 

高齢者の生きがいにつながる生涯学習活動の支援、障害者の自立した生活のための

支援により、地域でいきいきと暮らせる環境を充実させます。 
 

基本施策 
① 高齢者の生きがいづくりの支援 
② 障害者の自立支援 

 

基本方針（３） 支えあう地域づくり 

あたたかなふれあいの中で「自助」「互助」「共助」「公助」のつながりを強め、共に見守

り、支えあいながら地域で暮らせるよう、人と人の絆や活動基盤を育て、地域共生社会

を目指します。 
 

基本施策 
① 地域福祉の充実 
② 地域コミュニティの活性化 

  




